
下
請
に
直
接
請
求
権

槻
庇
担
保
責
任
な
ど
細
分
化
民法大改正で
中間論点整理

発
注
者
、
設
計
・
コ
ン
サ
ル
、
盲
、
「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正

元
請
け
、
下
請
け
の
契
約
に
大
き
右
中
間
的
論
点
整
理
」
を
法
務
省

な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
示
公
表
し
た
。
1
0
0
年
以
上
に

平成少年√月デ日建設通信新開

・
圭
■
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
て
き
た
契
約

法
の
判
例
・
解
釈
を
分
か
り
や
す

く
民
法
に
盛
り
込
む
こ
と
が
狙

い
。
明
治
期
か
ら
一
度
も
改
正
さ

■
額
鮎
絹
錮
摘
門

首
ま
で
の
一
般
意
見
募
集
産
経

・

∴

、

二

十

今
回
の
民
法
大
改
正
は
、
民
法

条
文
だ
け
で
は
現
行
の
契
約
関
係

実
務
が
機
能
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
判

例
や
解
釈
の
積
み
重
ね
で
成
り
立

っ
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
、
法
務

の
プ
ロ
だ
け
が
持
っ
て
い
る
現
行

民
法
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
解
釈

を
、
条
文
と
し
て
明
文
化
す
る
こ

と
で
、
「
世
界
中
で
進
む
契
約
法

の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ

の
影
響
力
行
使
と
、
中
小
企
業
の

法
務
コ
ス
ト
引
き
下
げ
メ
リ
ッ

ト
」
　
（
民
法
学
者
の
内
田
貴
法
務

省
参
与
）
も
狙
い
。

国
内
契
約
法
の
最
上
位
法
で
あ

る
民
法
改
正
の
論
点
整
理
で
は
、

設
計
・
コ
ン
サ
ル
の
契
約
形
態
で

あ
る
委
任
、
工
事
契
約
形
態
で
あ

る
請
負
の
報
酬
や
環
庇
（
か
し
）
担

保
責
任
な
ど
Ⅵ
規
定
が
細
分
化
さ

れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
だ
。

特
に
、
下
請
負
に
つ
い
て
は
新

た
な
規
定
を
設
け
る
考
え
方
が
提

示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
下
請
け
の

開
悶
現
醐
銅
鏑
関
報
γ

者
（
設
計
・
コ
ン
サ
ル
）
の
リ
ス
ク

が
高
ま
る
「
忠
実
義
務
」
規
定
の

石
蟹
な
ど
、
建
設
産
業
界
に
と
っ

＝
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な

＝
■
い
内
容
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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